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株式会社サンエー・インターナショナル（以下「サンエー」という。）と、 

 

                                  （以下「貴社」とい

う。）は、サンエーと貴社間のサンエーを発注者とする取引に関し、以下

の通りこの契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

 

第１章  総  則 

 

第１条（基本原則） 

サンエーおよび貴社は、取引の合理的かつ円滑な遂行を図るため、

法令および繊維産業流通構造改革推進協議会の定める「ＴＡプロジェ

クト取引ガイドライン」を遵守して、取引を履行することを目的に、本契

約を締結する。 

 

第２条（情報の共有） 

サンエーは、貴社との間の注文書等による個別の取引に関する契

約（以下「個別契約」という。）に定める正式発注に先行して、貴社に対

し企画情報、生産計画、売上計画等の情報（以下総称して「企画情報」

という。）を適時提示する。 

２  サンエーおよび貴社は、企画情報どおりに受発注する義務を負うも

のではないが、貴社は企画情報をもとに目的物を納品できるような体

制を整え、サンエーからの発注に臨機応変に対応できるよう努力する。 

 

第３条（基本契約） 

サンエーと貴社間の取引に関しては、本契約の各条項をすべての

取引に共通して適用する。 

２  個別契約において本契約と異なる約定をしたときは、別段の定めが

ある場合を除き、個別契約の約定を優先して適用する。 

 

第２章  個別契約 

 

第４条（個別契約） 

個別契約は、サンエーから名称、品番、品質、数量、単価、納期等諸

条件を記載した注文書等の書面を提示し、貴社がこれを承諾すること

により締結されるものとする。 

２  サンエーが注文書等を提示した場合は、当該提示後７日以内に貴社

から別段の意思表示がない限り、貴社は、その注文書等に定められ 

た諸条件で承諾したものとみなす。 

 

第５条（取引価格） 

取引価格は、サンエー・貴社協議のうえ個別契約において公正に定

める。 

２  取引価格は、原則として荷造梱包費、運賃、その他諸掛かりを含み、

サンエー指定場所渡しの価格とする。 

 

第６条（個別契約の変更等） 

サンエーは貴社との間で別途協議し、合意のうえ個別契約の内容を

変更または補充することができる。 

 

第３章  納  入 

 

第７条（納期の厳守） 

納期とは、個別契約による目的物をサンエーの指定する場所（以下

「納品場所」という。）に納入すべき期日をいう。 

２  納期がサンエーの休業日にあたる場合は、その前日の営業日をも

って納期とする。 

３  納品は、サンエーが別途個別契約において指定する納品受付時間

内に納品場所で行うものとする。 

４  貴社は、止むを得ない事由により、納期を遅延または変更する必要

が生じた場合、直ちにその事情をサンエーに通知し、サンエーの指示

に従うものとする。 

５  サンエーは、サンエーの必要により納期を変更する場合は、貴社と

協議しなければならない。 

６  貴社は、納期前に目的物を納入しようとするときは、予めサンエーの

承諾を得なければならない。 

 

第８条（納 品） 

貴社は、サンエーが個別契約に定める納品手続きに従い、サンエー

の要求する必要書類を添付して納期に目的物を納入する。 

２  貴社は、目的物の納入に際して個別契約の規定に従い、試験成績

表、説明書その他必要な証明書等を添付しなければならない。 

 

第４章  検  査 

 

第９条（検査・受渡し） 

貴社は、目的物について個別契約に定める検査基準および検査方

法に基づき検査し、合格品のみをサンエーに納入しなければならない。 

２  サンエーは、貴社が目的物を納入した都度、遅滞なく予め定めた検

査基準および検査方法により速やかに受入検査し、不合格になった

場合は書面等で貴社に通知する。 

３  前項の検査に合格したときに、目的物の引渡しがあったものとする。

ただし、検査を行わない定めをした場合には、サンエーが貴社から目

的物の納入を受入れた時点で目的物の引渡しがあったものとする。 

４  サンエーが要請した場合は、貴社は納入前に目的物の品質等につ

いて、事前検査を受けるものとする。 

５  貴社は、サンエーの検査による不合格品、発注数量超過分について

は、自己の費用を以って引き取るものとする。 

６  目的物の運送費用等納品までに必要とした一切の費用は貴社の負

担とする。 

 

第１０条（特別採用） 

不合格品のうち、サンエーが使用可能と認定したものについては、

サンエーは適正額を代金から減額することを条件にこれを引き取る  

（以下「特別採用」という。）ことができるものとし、これを引き取ったと

きにサンエーに目的物の引渡しがあったものとする。 

２  サンエーは貴社に対し、不合格品の選別、評価、修補等を含む特別

採用のためにサンエーが要した合理的な費用を請求することができる。 

 

第１１条（所有権の移転） 

目的物の所有権は、次の各号により貴社からサンエーに移転するも

のとする。 

① 第９条第３項の引渡しのとき 

② 第１０条第１項に定める特別採用を行ったとき 

 

第１２条（危険負担） 

サンエーが目的物に関する受入検査を完了する以前に、天災地変

その他サンエーの責めに帰すことのできない事由により目的物の全

部または一部が滅失毀損または変質した場合の損害は、貴社の負担

とする。 

 

第５章  支  払 

 

第１３条（支 払） 

目的物の代金は、サンエーが目的物の引渡し完了時に確定する  

ものとする。ただし、引渡し完了後といえども、特段の事情のある場合

は、貴社とサンエーが協議して代金額を変更することができるものと

する。 

２  サンエーは、毎月末日締切として前項の代金額を集計し所定の明細

を作成して、毎月初旬にこれを貴社に通知するものとする。 

３  貴社が前項の通知内容に異議がある場合は、明細の発信日から起

算して７営業日以内に書面による異議申立てをするものとし、貴社と

サンエーは関係書類を相互に照合して確定させるものとする。 

４  貴社から前項の期間内に異議申立てのない場合は、貴社が明細ど

おりの債権の確認および請求を行ったものとみなす。ただし、サンエ

ーが認めた場合は前項の期間経過後の異議申立てについて貴社と

協議のうえ処理することができるものとする。 

５  サンエーは、前各項により確定された代金を、目的物が縫製等の加

工である場合は現金で、目的物が原材料および委託製品の納品であ

る場合は現金または手形をもって支払うものとし、その詳細は個別契

約において定める。 

６  サンエーが個別契約に前各項と異なる定めをした場合は、個別契約

に定める方法により目的物の代金を貴社に支払うものとする。 

 

第１４条（相 殺） 

サンエーが有償支給材料の代金等、貴社から支払いを受けるべき

金銭債権を有するときは、サンエーは貴社に対する金銭債権と相殺す

ることができる。なお、有償支給材料の代金の相殺は、既に納入され

た目的物に相当する支給材料の代金に限り相殺し得るものとし、当該

目的物の代金支払期日に相殺するものとする。 

２  前項の相殺は、サンエーおよび貴社の領収書交換を原則とするが、

これに代えてサンエーがその明細を貴社に通知することによって行う

ことができる。 

３  貴社が第３２条第１項各号の一に該当した場合は、サンエーは発生

原因のいかんにかかわらず貴社に対する本条第１項の債権と貴社に

対する買掛債務その他の一切の金銭債務とを期限のいかんにかか

わらずいつでも任意の方法により対当額をもって相殺することができ

る。 

 

第６章  品質保証 

 

第１５条（品質保証） 

貴社は、サンエーに納入する目的物について、サンエーの要求する

品質（構造・機能・仕様・性能特性・安全性およびその保証手段等）を 

保証するとともに、かつ、信頼性ある品質を確保しなければならない。 

 

第１６条（瑕疵担保責任） 

貴社は、目的物の所有権移転後１年以内に目的物に隠れたる瑕疵

が発見された場合、その瑕疵がサンエーの責めに帰すべき事由によ

り生じた場合を除き、サンエーの請求にもとづいて代替品の納入、代

金の減額、瑕疵の補修、または瑕疵の補修にかかる費用の負担をし、

もしくはこれとあわせて当該瑕疵によりサンエーが被った損害をサン

エーに賠償する。 

２  目的物の所有権移転から１年経過後に、貴社の責めに基づく目的 

物の重大な隠れた瑕疵によりサンエーに損害が生じた場合、サンエー

と貴社は協議のうえ負担等決定する。 

３  目的物の瑕疵が発見された場合、貴社はサンエーの行う原因の調

査、対策の実施等に積極的に協力する。 

 

第１７条（製造物責任） 

目的物の設計上、製造上または表示上の欠陥に起因して、目的物

または目的物を組み込んだ製品の安全性が損なわれ第三者の生命、

身体、財産に対し損害を与え、サンエーに損害が生じた場合、貴社は

これを賠償する。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りで

はない。 

① 貴社が目的物をサンエーに引き渡した時点での科学技術水準

では、目的物の欠陥を発見することができなかった場合 

② 当該欠陥がサンエーの指示に従ったことにより生じ、かつ当該

欠陥が生じたことについて、貴社に過失がない場合 

③ サンエーが目的物について、貴社より提出された仕様書等に

従わず目的物の安全設計を怠った場合 

 

第７章  支給材料および貸与品 

 

第１８条（材料、付属品等の支給） 

サンエーが必要と認めたときは、貴社に対し個別契約の履行に必要

な材料、副資材、部品、半製品、付属品等（以下「支給材料」という。）を

支給することができる。 

２  前項の支給材料の引渡しは、サンエーの指定場所で行うか、または

サンエーの指定業者から直接貴社若しくは貴社の指定する工場等に 

送付するものとする。 

３  支給材料は、有償と無償に区分し、そのいずれによるか（有償の場

合には支給材料の対価の額を含む。）は個別契約をもって定める。 

４  貴社は、支給材料の引渡しを受けるときは、遅滞なくこれを検査し、

瑕疵および数量不足を発見した場合は直ちにサンエーに通知し、その

指示を受けるものとする。また、個別契約の履行途中において瑕疵を

発見した場合も履行を中止し、遅滞なくサンエーに通知し、その指示を

受けるものとする。貴社が上記の措置を怠りサンエーに損害を与えた

ときは、その損害を賠償する。 

 

第１９条（支給材料の所有権） 

無償支給材料の所有権はサンエーに帰属し、有償支給材料の所有

権は、支給後においても貴社による代金の支払いが完了するまでの 

間はサンエーが留保する。また、当該支給材料をもって製造、加工し 

た仕掛品を含む製品（以下「支給関係品」という。）の所有権もサンエー

に帰属する。ただし、サンエーは支給材料引渡し後、いつでも貴社に 

対する通知をもって有償支給材料については所有権の留保を放棄し、

無償支給材料については有償支給材料に切り替えたうえ、所有権の 

留保を放棄して、支給材料および支給関係品の所有権を貴社に移転 

させることができる。 

 

第２０条（図面、機具等の貸与） 

サンエーは、個別契約の履行に必要な仕様書、加工指示書、図面、

見本品、型紙、治工具、測定器具、試験装置等（以下「貸与品」という。）

を貴社に貸与することができる。   

２  貸与品の貸与期間、賃貸料、賃貸料の支払方法、貸出手続等につ

いては、個別契約の定めるところによる。 

３  本条第１項の貸与は、サンエーが別に定めるものを除き原則として

無償とする。 

４  貸与品の所有権はサンエーに帰属する。 

５  貴社は、サンエーの書面による事前承認なくして貸与品を廃棄、譲

渡、転貸または担保提供をしてはならない。 

 

第２１条（支給材料、貸与品の管理） 

貴社は、支給材料（所有権がサンエーに留保されているものに限る。

本条において以下同じ。）、支給関係品または貸与品についてサンエ

ーの所有権を明示できる適切な措置を講じ、善良なる管理者の注意を

もって保管および管理するとともに、支給または貸与された目的以外

に使用してはならない。貴社は、貸与品については貸与期間満了後、

サンエーの指示に従い当該貸与品の返還、廃棄等の措置を講じるも

のとする。 

２  貴社は、サンエーの書面による事前の同意を得て、貴社の責任にお

いて支給材料および支給関係品を二次外注先に再支給することがで 

きる。この場合、貴社は二次外注先に対し、当該所有権がサンエーの

所有であることを明示し、管理について適切な措置を講じなければな 

らない。 

３  貴社は、支給材料、支給関係品および貸与品について第三者より差

押え、仮差押え等の処分を受けた場合、支給材料、支給関係品および

貸与品がサンエーの所有に属することを主張証明し、直ちにサンエー

に通知し、その指示に従わなければならない。 

４  サンエーは、支給材料、支給関係品および貸与品について貴社と協

議のうえ、貴社における保管状況、使用状況を立入り検査でき、貴社 

はサンエーに対し貴社における保管状況、使用状況を報告する。 

 

第２２条（支給材料および貸与品の滅失、毀損） 

貴社は、支給材料（所有権がサンエーに留保されているものに限る。

本条において以下同じ。）、支給関係品または貸与品が滅失、毀損ま

たは変質した場合、直ちにサンエーに書面により通知する。 
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２  貴社は、前項の滅失、毀損または変質の原因が貴社に帰すべき場

合、サンエーの指示に従い貴社において補修、代品提供または損害

賠償するものとする。 

３  サンエーは貴社に対し、保管責任者として支給材料、支給関係品お

よび貸与品について貴社またはサンエーを受取人とする損害保険を

貴社の負担において付保するよう指示することができる。 

 

第８章  知的所有権 

 

第２３条（許 諾） 

貴社は、本契約および個別契約の履行のためサンエーから別途実

施または使用を許諾された意匠権、商標権、著作権等およびそれらを

受ける権利（以下「知的所有権」という。）並びに営業秘密またはノウハ

ウ等（以下知的所有権と合わせて「知的所有権等」という。）につき、善

良な管理者の注意義務をもってこれを管理し次の各号を遵守する。 

① 本契約および個別契約の履行以外の目的で実施または使用を

しない。 

② サンエーの書面による事前承認がない限り複写、第三者に対す

る閲覧、貸与、開示、漏洩、提供、実施許諾および使用許諾をし 

ない。 

③ 知的所有権等の出願および登録等を行わない。 

 

第２４条（成果の帰属） 

サンエーが貴社に提供した情報（以下「提供情報」という。）、または

サンエーが別途実施または使用を許諾した知的所有権等に基づき製

作された目的物またはこれらに基づく目的物の製造方法に関連して、

貴社または貴社の使用人が、発明、考案、意匠、著作物（プログラム 

の著作物および二次的著作物を含む。）、ノウハウその他の技術的成

果の創作（以下「発明等」という。）を行った場合、貴社は直ちにその内

容および経緯等を書面によりサンエーへ通知し、知的所有権等の帰属

並びに発明等に係る出願および登録等につきサンエーと協議のうえ 

定めるものとする。 

 

第２５条（紛争処理） 

貴社は、個別契約で別段の定めをした場合を除き、サンエーへ納入

する目的物に関して、第三者の知的所有権等を侵害していないことを

表明し保証する。 

２  貴社は、前項の保証に違反し目的物が第三者の知的所有権等を侵

害した場合またはその可能性を認識した場合には、直ちにその内容

を書面によりサンエーへ通知するとともに、貴社の責任と負担におい

てこれを解決する。 

３  目的物に関し、知的所有権等の侵害を理由として、第三者からサン 

エーまたはサンエーの顧客等に対し差止請求または損害賠償請求そ

の他紛争が生じた場合、サンエーは直ちに貴社へ書面により通知し、

貴社は、その解決に協力するとともにサンエーが被った損害並びにサ

ンエーが解決に要した費用を負担する。 

４  前各項の規定は、サンエーの責に帰すべき事由があるときには適

用しない。 

 

第９章  諸条件 

 

第２６条（秘密保持） 

サンエーおよび貴社は、本契約解除後であっても本契約または個別

契約によって知り得た相手方の業務内容または情報（以下総称して  

「秘密情報」という。）を第三者に漏らすことはできず、または相手方の

利益に反するような行為はしてはならないものとする。ただし、法令等

に基づき開示が義務付けられる場合および関係当局から要請を受け

開示した場合はこの限りでない。 

２  本条に基づく秘密保持義務は、次の各号に定める情報については

適用されないものとする。 

① 秘密情報の提供を受ける以前から公知であった情報 

② 秘密情報の提供を受ける以前に自らが所有していた情報 

③ 秘密情報の提供を受けた後に、自らの責に帰し得ない事由によ

り公知となった情報 

④ 秘密情報の提供を受けた後に、その秘密情報によらず自らの

開発により知得した情報 

⑤ 秘密情報の提供を受けた後に、正当な権限を有する第三者   

から秘密保持義務を負わずに適法に知得した情報 

 

第２７条（再委託の制限） 

貴社が本契約および個別契約の目的物の全部または一部の製造

または加工を第三者に委託する場合には、事前にサンエーに申出て

サンエーの書面による承諾を得るものとする。 

 

第２８条（権利義務の譲渡の禁止） 

サンエーまたは貴社は、相手方の書面による承諾を得なければ、次

の各号の行為を行ってはならない。 

① 本契約または個別契約上の債務の全部または一部を第三者に

履行せしめること 

② 本契約または個別契約上の金銭債権その他債権の全部    

または一部を第三者に譲渡し、または担保に供すること 

 

第２９条（届 出） 

貴社は、サンエーとの取引の開始にあたって、会社経歴書、会社案  

内、会社登記簿謄本（３か月以内に発行されたものに限る）、銀行口座

振込依頼書、委任状（貴社が代理店の場合に限る。）、所定様式の会

社実態調査票その他サンエーが依頼した書類を届出る。 

２  前項のほか、貴社は、サンエーが定期または随時に依頼する調査  

票等の提出に協力する。 

３  前各項の届出内容または提出内容に変更が生じた場合、貴社は遅

滞なく直ちにその旨をサンエーへ書面により通知する。 

 

第３０条（事前通知） 

前条第３項の規定にかかわらず、貴社に、合併、増資、減資、解散、

代表者の変更、事業の全部または一部の譲渡またはその他重要な資

産もしくは事業の状態に著しい変動をきたす可能性があるときには、

貴社は事前に書面によりサンエーに通知する。 

 

第３１条（製造・販売の禁止） 

サンエーおよび貴社は、相手方の書面による承諾を得ない限り、第

三者に対して相手方の図面、仕様書、貸与品、支給材料（所有権がサ

ンエーに留保されているものに限る。本条において以下同じ。）、支給

関係品および知的所有権等による製品等の製造および販売を行って

はならない。 

 

第１０章  契約解除 

 

第３２条（契約解除） 

サンエーまたは貴社は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じ

た場合、何等の通知催告をしなくとも、当該相手方に対して本契約ま

たは個別契約の全部または一部を解除することができる。 

① 本契約または個別契約に定める義務の一に違反したとき 

② 破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の  

申立てがあったとき 

③ 清算手続に入ったとき 

④ 手形または小切手を不渡りにしまたは一般の支払いを停止した

とき 

⑤ 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てがあったとき 

⑥ 関係官庁から営業許可の取消または停止の処分を受けたとき 

⑦ 公租公課の滞納処分を受けたとき 

⑧ 前各号のほか債務の履行が困難と認められる相当の事由があ

るとき 

２  サンエーまたは貴社は、自己に前項各号の事由が一つでも生じた

場合には、相手方に対する一切の債務につき、相手方から何等の通

知催告なくとも当然に期限の利益を失い、当該相手方に対し直ちに残

債務の全てを履行しなければならない。 

 

第３３条（善後策） 

貴社に前条第１項各号の事由が一つでも生じた場合もしくはそれに

より本契約または個別契約が解除された場合、貴社は、支給材料、支

給関係品、貸与品、提供情報および秘密情報をサンエーへ直ちに返還

する。 

２  前項の場合、サンエーが貴社へ通知することにより、サンエーは貴

社の事業所等に存する目的物および仕掛品の所有権を取得すること 

ができる。この場合において貴社は直ちに目的物および仕掛品をサン

エーへ引き渡すものとし、サンエーは目的物および仕掛品の完成度合

いに応じた適正額の代金を支払う。 

３  前項後段の代金支払いの取り扱いは、実際日を基準に納期または

検査日を変更のうえ、その他の支払条件は第１３条および第１４条を

適用する。 

 

第３４条（損害賠償） 

サンエーまたは貴社は、第３２条第１項に基づき本契約または個別

契約を解除した場合もしくは相手方が本契約または個別契約に違反し

た場合、これにより被った損害の賠償を当該相手方に対して請求する

ことができる。 

２  前項の場合において、当該相手方の事情が天災地変等の不可抗力

であったときは、サンエーまたは貴社は、前項の損害の負担につき当

該相手方と協議する。 

 

第１１章  調査・環境 

 

第３５条（調 査） 

サンエーは貴社に対し、生産管理、品質管理、支給材料、支給関係

品および貸与品の管理その他、目的物の品質の維持向上のために必

要な事項に関する資料等の提出並びにこれらに関する報告を求める

ことができる。 

２  サンエーまたはサンエーの顧客等が必要と認めた場合、サンエーは、

貴社の事業所に立ち入り品質に関する実態調査を行い、貴社に対し、

所要の改善およびその報告を求めることができる。 

３  サンエーが必要と認めた場合、貴社に対して決算報告書、並びに目

的物の原価に関する資料等の提示または報告を求めることができる。 

４  貴社は、サンエーから前各項の請求があったときはこれに協力する。 

 

第３６条（環境法令） 

サンエーおよび貴社は、相手方から要求がある場合、環境関連法令

等の要求事項に協力するものとする。 

 

第１２章  有効期間 

 

第３７条（契約の期間） 

本契約の有効期間は、本契約成立日より１年間とする。ただし、期 

間満了の２か月前までにサンエー・貴社の一方または双方から解約の

申入れのない限り、更に１年間更新されるものとし、以後もまた同様と

する｡サンエーまたは貴社は、本契約期間中であっても、２か月前の予

告により本契約を解除することができるものとする。 

２  本契約の期間満了後または解約後であっても、本契約期間中に既

に発注している個別契約については、相手方の承諾がないかぎり、

サンエー・貴社ともそれぞれ履行する義務を負うものとする。 

 

第３８条（経過措置） 

本契約の成立前においてサンエーおよび貴社との間で成立した継

続的な取引に関する基本的事項を定めた契約書（当該契約書に基づ

く覚書等の合意文書を含み、以下「旧契約」という。）が存する場合に

は、旧契約の効力は本契約の発効と同時に失効する。 

２  前項の規定にかかわらず、旧契約に基づき成立した個別契約に係

る債権債務は、旧契約および当該個別契約の規定を適用する。 

３  前各項の規定にかかわらず、旧契約に定める残存義務が存する場

合には、その効力は本契約の該当規定に置き代わって存続する。 

 

第３９条（存続条項） 

本契約が解除または失効された場合でも、それ以前に成立した個

別契約の効力並びに当該個別契約に適用される本契約の効力は存

続する。 

２  本契約の解除後または失効後においても、第１５条から第１７条、第

２３条から第２６条、第３１条、第３４条、第３６条および第４１条の各規

定は、その効力を存続する。 

 

第１３章  その他 

 

第４０条（協議解決） 

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義の事項が生

じた場合、サンエーおよび貴社は信義誠実に協議し、解決を図るもの

とする。 

 

第４１条（管轄裁判所） 

本契約または個別契約に関する紛争については東京地方裁判所を

第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

以上、契約の成立を証するため本契約書を２通作成し、サンエーおよ

び貴社は次に記名押印のうえ各１通を保管する。 

 

平成   年   月   日 

 

 

サンエー  

 （本      店） 東京都渋谷区渋谷一丁目２番５号 

 （商     号） 株式会社サンエー・インターナショナル 

 （代表者役職氏名） 代表取締役社長 三 宅 正 彦 

   

   

貴  社  

 
（本      店）  

 
（商     号）  

 
（代表者役職氏名） 

 

 

 

 
サンエー印

 
貴社印 

収入印紙

4,000円

貼付 

  
貴社印 サンエー印 


